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総
務
部
総
務
課
に
広
報
資
料
委
員
を
置
く
の
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和

六
十
二
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

総
務
部
総
務
課
に
、
広
報
資
料
委
員
（
以
下
「
委
員
」
と
い
う
。
）
若
干

人
を
置
く
。 

２ 

委
員
は
、
命
を
受
け
て
、
館
の
広
報
資
料
の
作
成
に
係
る
企
画
、
編
集
そ

の
他
の
事
務
を
行
う
。 

３ 

委
員
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
館
長
が
命
ず
る
。 


